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令和８年４月から改正道路交通法施行により、自転車に対する規制が強化されます。 

皆さんは新しく変わる道路交通法、どこまで知っていますか？ 

「テレビで見たけどよぉわからんわ～」「近所の道どうなんの？」という

4 月までに解決しましょう！ 

改正の内容やどういう行為が違反になるのかを具体例により、わかりやすくご講義

いただきます。 

ぜひ、ご参加ください。 

 

１ 日  時  令和８年３月５日（木）１０:００～１１:３０ 

２ 場  所  瀬田北市民センター３階大会議室 

３ 定  員  １００名程度 ※事前申込が必要です。先着順 

４ 申  込  令和８年２月２日(月)９時 ～ ２月２５日（水）１７時まで 

          以下のいずれかの方法で瀬田北市民センターまで申し込みください。 

○℡ ０７７―５４４－２０２０ ※受付は平日９時～１７時 

○FAX ０７７－５４４－２0２１ 

○e-mail  otsu2439@city.otsu.lg.jp 

○参加申込書  市民センター設置の申込ボックスに投函 

 

 

参加申込書 

氏  名 住所（丁目まで） 連絡先  自治会 

    

    

※ 駐車場が狭小であるため、自動車でのお越しは極力、ご遠慮いただきますようご協力願います。 


